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１．議会手続のオンライン化について

(1) 規程案について

２．最終報告案について

久保委員長 ただいまから、議会デジタル化検討小委員会を開きます。

御報告いたします。桑鶴副委員長から、所用のため、本日の小委員会を欠席した

い旨の連絡があっております。

本日は、議会手続のオンライン化等について、御協議いただくため、お集りいた

だきました。

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願います。

久保委員長

久保委員長

久保委員長

久保委員長

１ページの資料１を御覧ください。

１、議会手続のオンライン化についての（１）規程案についてです。

前回の小委員会でお話しておりましたとおり、今回の小委員会で御決定いただき

たいと思います。

なお、当小委員会で決定いただきましたら、議会運営委員会に報告し、承認をい

ただくことになります。

それでは、御意見があれば、お願いをいたします。

（ なし ）

それではこの件につきまして、案のとおりでよろしいでしょうか。

（ 異議なし ）

それでは、さよう決します。

なお、細部の文言調整が必要となった場合は、正副委員長に一任願います。

また、今月28日に開催予定の議運において決定いただきますよう、議運の委員長

に申し入れたいと存じますが、よろしいでしょうか。

（ 異議なし ）

それでは、さよう決します。

久保委員長

久保委員長

次に、14ページの資料２を御覧ください。

２、最終報告案についてであります。

この最終報告につきましても、一旦会派に持ち帰っていただき、今回の小委員会で

決定をすることとしておりましたが、この場で御質問、御意見があれば、お願いをい

たします。

（ なし ）

それでは、最終報告案については、これまでの調査検討の結果として、この案で今
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３．その他

久保委員長

後の議会運営委員会に報告することで、いかがでしょうか。

（ 異議なし ）

それでは、さよう決します。

この報告書案も、細部の文言調整が必要となった場合は、正副委員長に一任を願い

ます。

（ 了 承 ）

久保委員長

西森(雅)委員

久保委員長

西森(雅)委員

久保委員長

飯田議事課長

久保委員長

最後に、３、その他であります。

何かございませんでしょうか。

これで、今年度の議会デジタル化検討小委員会は終わりということでよろしいで

すかね。

もう閉じるということですね。

新たにまた７年度は７年度で立ち上げる、もう立ち上げないのか。

必要になったときは、また議運のほうからデジタル小委員会を必要になったら開

きましょうというふうな指示が下りてくると思います。

そういうことでよろしいですね。

はい。

それでは、協議事項は以上であります。

当小委員会につきましては、特段の事情がなければ、本日の会議をもって終了とな

ります。委員の皆様におかれましては、長期間にわたる熱心な御議論、本当にお疲れ

さまでございました。

それでは、私から一言御挨拶をさせていただきます。

本日の小委員会が最後になると考えますので、最後に御挨拶を申し上げます。

本小委員会が議運から任された事項は、議会デジタル化基本方針に基づいたオン

ライン会議やペーパーレス化といった、デジタル化やオンライン化の取組でありま

す。

委員の皆様のおかげをもちまして、議会のデジタル化に一定の道筋をつけること

ができました。最終報告書をもって、本委員会の活動は終了と考えております。

委員の皆様におかれましては、御多忙の中、本小委員会の運営に御協力をいただき

まして、誠にありがとうございました。

議会デジタル化は、技術の進歩や実施環境変化などに応じて見直しを図る必要が

ございますので、我々県議会としては、引き続いて、デジタル化にしっかりと取り組
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んでいかなければならないことと考えております。

今後とも、皆様の御協力をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。

以上で、議会デジタル化検討小委員会を終わります。


